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事業者指導課（訪問居宅事業者係）からのお知らせ                  

 

１ 人員、設備、運営に関する基準 

 

 Ⅰ  総則                                       ･･･････････････１ 

 

 Ⅱ 基本方針等                       ････････････････２ 

 

Ⅲ  人員に関する基準                  ･･･････････････３ 

 

Ⅳ  設備に関する基準                 ････････････････５ 

 

Ⅴ  運営に関する基準                 ････････････････５ 

 

Ⅵ 雑則                       ･･････････････１７ 

 

２ 介護報酬算定上の留意事項 

 

 Ⅰ 介護報酬について                        ･････････････１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課ホームページ（運営：岡山市） 

 

   http://www.city.okayama.jp/soshiki/16-3-1-0-0_9.html 

  

 

目  次 
 



 

 

 

 

 

１ 各種申請・届出書類の提出期限について 

（１）指定更新申請 

○ 対象事業所 ：指定有効期間（６年間）を満了する事業所 

○ 提出期限  ：指定有効期間満了日の前月末日 

○ 提出書類  ：指定更新申請書、添付書類 

 

（２）変更届 

○ 対象事業所 ：指定（更新）時の届出内容を変更する事業所 

○ 提出期限  ：変更日から１０日以内 

○ 提出書類  ：変更届出書、添付書類 

 

※届出が必要な事項については、手引き「変更届（必要書類・提出方法）」をご

参照ください。 

※事業所の所在地及び平面図の変更については、事前協議が必須ですのでご注

意ください。 

 

（３）体制届 

○ 対象事業所 ：加算等を新たに算定（又は区分変更）する事業所 

○ 提出期限  ：算定開始日の前月１５日 

○ 提出書類  ：体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、添付書類 

 

※届出が必要な加算等については、手引き「体制届（必要書類・提出方法）」を

ご参照ください。 

※加算等の要件を満たさなくなった場合は、速やかに届出を提出してください。

なお、この場合は、事実発生日から加算等を算定できません。 

 

２ 自己点検シートの実施について 

事業者の法令順守の取り組みの１つとして、自己点検シートをご活用ください。 

 

３ 各種様式及び資料について 

  下記の岡山市事業者指導課ホームページに掲載しています。 

○ 各種様式等の掲載先ＵＲＬ 

 https://www.city.okayama.jp/soshiki/16-3-1-0-0_9.html 

 

○ 検索ワード 

 「岡山市 事業者指導課 介護保険事業所 トップページ」 

 

事業者指導課（訪問居宅事業者係）からのお知らせ 



４ 疑義照会（ご質問）について 

  疑義照会・ご質問は、「質問票」へ内容とご連絡先をご記入の上、Ｅメール又

はＦＡＸでお問い合わせください。 

 

  〇 質問票の書式（エクセル）掲載先ＵＲＬ 

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022930.html 

  〇 検索ワード  「岡山市 事業者指導課 質問票」 

  ○ 送信先アドレス ji2_shidou@city.okayama.lg.jp 

○ ＦＡＸ     ０８６－２２１－３０１０ 

 
 

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022930.html









































































